
要 旨
本研究では, 発達障害児への支援に関して, 保育所・

幼稚園などの就学前施設の保育者が経験する困難を明ら

かにした上で, 他の専門機関・専門職との連携によって

保育の質的向上を図るための対応策を検討した.

先行研究及び実態調査に基づき, 保育者は必ずしも発

達障害に関する十分な専門知識を有しているわけではな

く, 職員配置などの物理的制約も相まって, 子どもが診

断や指摘を受ける前段階から困難を経験する傾向が明ら

かになった. また保護者への対応についても, 助言を受

け入れてくれないなどの拒否的・防衛的な反応が示され

る場合があり, 保護者支援における対応困難な実態も明

らかになった.

保育者に対しては, 支援者支援の観点からコンサルテー

ションが必要であり, また保護者の理解を高め, 保育者

との協力関係を形成するために, 地域の支援システムに

ペアレントトレーニングを組み込む必要性についても言

及した.

はじめに
幼児期に ｢気になる子ども｣ として報告される事例に

は, 保育士や幼稚園教諭などが ｢発達障害ではないか｣

と疑う子どもが少なからず含まれている. こうした子ど

もに見られるのは, 知的発達の遅れよりも, 落ち着きが
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ない, 集団に適応できないなどの行動特徴である場合が

多い.

他方, 近年では発達障害の ｢早期発見・早期療育｣ が

課題となっており, 3 歳児までの乳幼児健康診査でのス

クリーニングの精度を高めるほか, ｢5 歳児健診｣ など

に取り組む自治体も増えている. しかし, それでもなお

発達の早期段階での障害の見極めは容易ではなく, 保育

所・幼稚園などでの集団生活においていわゆる“問題行

動”が顕在化し, 保育者が対応に苦慮する事例が報告さ

れるようになっている.

本研究では, 先行研究及び実態調査に基づき, 就学前

施設の保育者が子どもの発達に関して何らかの気づきを

得た段階から, その後の支援過程に至るまでに直面する

困難を明らかにする. その上で, 他の専門機関・専門職

との連携を通して保育者を支援する観点から, 発達障害

児の保育の質的向上に向けた対応策を検討する1).

１. 先行研究に基づく検討

� ｢気になる子ども｣ の特徴

保育所・幼稚園などの就学前施設において, ｢気にな

る子ども｣ と呼ばれる幼児には, 発達障害に類似する特

徴がみられる場合が少なくない. たとえば本郷ら

(2003) は, 気になる子どもを ｢調査時点では何らかの

障害があるとは認定されていないが, 保育者にとって保

育が難しいと考えられている子ども｣ と定義し, 保育所

の保育者 141 名を分析対象とした調査を実施した. その

結果, 保育者から見た子どもの特徴として, ｢対人的ト

ラブル｣ ｢落ち着きのなさ｣ ｢状況への順応性の低さ｣

｢ルール違反｣ などを報告している2).

また, 池田ら (2007) が, 保育所勤務 5年以上の保育

者 124 名から回答を得た調査では, 85 名が気になる子

どもについて問題や悩みがあると回答し, 子どもに見ら

れる特徴として ｢ことば・コミュニケーションに関する

問題｣ ｢行動に関する問題｣ ｢社会性・対人関係に関する

問題｣ ｢情緒に関する問題｣ などが挙げられている. 加

えて, 軽度発達障害の特徴をもつ ｢気になる子ども｣ が,

以前よりも増えていると感じている保育者が少なくない

ことも報告されている3).

また, 下野ら (2007) が, 保育所 59 か所の保育者 166

名を分析対象とした調査では, 気になる子どもの特徴と

して ｢衝動性・多動性｣ ｢見通しのもてなさ｣ ｢自己コン

トロールの弱さ｣ ｢注意の問題｣ が挙げられている. た

だし, 子どもの行動特徴の要因として軽度発達障害の可

能性を示唆しつつも, 家庭環境の影響にも言及しており,

両側面から捉える必要性を指摘している4).

これらの研究に見られるように, いわゆる ｢気になる

子ども｣ とは, 保育者にとって発達障害が疑われる子ど

もである場合が少なくない. 他方, 家庭環境による影響

も考慮しなくてはならず, とりわけネグレクトなどの児

童虐待によって発達障害に類似する行動特徴が現れる可

能性も指摘されている5). このように, 保育所・幼稚園

などの就学前施設では, 発達障害に関する多様な情報が

断片的に伝わってくる中で, 保育者が余計に戸惑う状況

が起こりやすくなっていると想像される.

なお, 発達障害児が潜在的に増えているかどうかに関

しては, 最新の研究動向においても十分には解明されて

いない6). 近年, 発達障害の診断が確立される中で, い

わゆる“問題行動”を示す子どもに対して, 現場の保育

者が以前よりも ｢障害ではないか｣ と認識し, 敏感に反

応しやすくなっている側面もあると考えられる. いずれ

にしても, 保育者にとって対応が難しい子どもの支援を,

就学前施設の中だけで抱え込むことには限界があると考

えられる.

� 就学前施設における保育の難しさ

三沢ら (2005) が保育所・幼稚園の保育者 296 名を対

象に行った調査では, 発達障害に限らず, 障害児保育を

担当することに不安を感じていると回答した者が 58％

(171 名) であった. 具体的な不安として最も多かった

のが ｢障害児への接し方・かかわり方がわからない｣ で

あり, 障害児保育の初歩的な段階での不安が大きいこと

が指摘されている7).

気になる子どもを保育する上での困難については, 平

野ら (2012) が岐阜県下において 1267 名の保育士・幼

稚園教諭から回答を得た調査によって具体的に示されて

いる. 回答が多かったものから順に, ｢丁寧にかかわっ

てあげられない｣ ｢対応の仕方がわからない｣ ｢目が離せ

ない, 危険で気が抜けないなど物理的な意味で困ってい

る｣ などとなっており, 対応の仕方だけでなく, 職員配

置などの物理的制約が困難を生じさせる様子もうかがえ

る8).

そもそも保育士あるいは幼稚園教諭の養成教育におい

て, 障害児保育に関する学習時間・学習内容ともに十分

であるとは言い難い. 障害児 (あるいはその可能性があ
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る子ども) の保育に際しては, 相応の配慮や工夫が求め

られるのだが, そのための専門性を習得する機会が不足

しているのである. 通常, 就職後の職員研修などが補足

的な学習機会となるのだが, 先の調査では, そのような

機会すらも十分ではないことを反映するような結果が示

されている.

こうした現状において, 外部の専門機関との連携・協

力関係を図りつつ, 子どもの保育をより効果的に行う必

要性が高まっている. その具体的な方法の一つとして,

専門機関から就学前施設に職員を派遣し, 保育者の相談

に応じたり助言などを行う ｢コンサルテーション｣ が注

目されつつある. 先述の本郷らの研究では, 保育所では

施設内だけで子どもや保護者への対応に追われている傾

向があることをふまえ, 保育コンサルテーションの重要

性を指摘している.

また図 1に示すように, 久保山ら (2009) が保育士・

幼稚園教諭 585 名から回答を得た調査では, 外部の専門

機関への期待として ｢保育内容・方法をアドバイスして

欲しい｣ ｢子どもの様子を見てほしい｣ が 6 割を超えて

いた9). この結果からも, 保育者は専門機関に対して,

実際に現場を訪問し, 子どもの様子を見て, その場で具

体的なアドバイスを提供するなどのコンサルテーション

を期待していると考えられる.

� 保護者支援の難しさ

従来から, 障害児の家族研究の多くが, 親が子どもの

障害を受容することの難しさを明らかにしてきた. 我が

子を愛するがゆえに, 子どもに障害があると告げられれ

ば親は精神的に動揺するし, 拒否的・防衛的な反応を示

す場合もある.

先述の三沢らの調査では, 保育者に対して ｢障害児の

親が子どもの障害を受け入れられず, 困ったこと｣ につ

いて尋ねたところ, 116 名から有効回答が得られた. よ

り具体的には, ｢どうやっても親が障害を受け入れない・

受け入れようとしない｣ ｢障害に関する話を切り出すこ

とが難しい｣ ｢親の希望が子どもの実態にそぐわない｣

などが挙げられている. 同様に, 先述の平野らの調査で

は ｢気になる子どもの保護者支援において困ったこと｣

を保育者に尋ねているが, ｢保護者が我が子の園 (所)

での状況を理解しようとしない｣ ｢保護者が専門機関に

かかろうとする意志がない｣ ｢保護者に我が子の状況を

説明してもその内容を理解する力がない｣ が上位に挙げ

られている.

発達障害の場合, 幼児期には医師ですら診断には慎重

になるし, 3 歳児健診などで指摘を受けても経過観察と

なる場合も少なくない. また, 確定診断が難しい障害児

の親は, 段階的に受容に至るよりも, 肯定と否定の感情

を繰り返す傾向があることも報告されている10). このよ

うに揺れ動きやすい心理状態にある親に対して, 医師で
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図 1 専門機関への期待

出典：久保山茂樹, 齊藤由美子, 西牧謙吾, 當島茂登, 藤井茂樹, 滝川国芳 (2009) ｢『気に
なる子ども』 『気になる保護者』 についての保育者の意識と対応に関する調査 : 幼稚園・
保育所への機関支援で踏まえるべき視点の提言｣ 『国立特別支援教育総合研究所研究紀
要』 36, p69.



もなく, 障害児支援の専門職でもない保育者が, 障害の

可能性を指摘したり受診を勧めても, すんなりと助言を

受け入れられないというのは親としてむしろ自然な反応

であろう.

厚生労働省による 『軽度発達障害児に対する気づきと

支援のマニュアル』 では, 5 歳児健診の重要な目的とし

て ｢保護者が発達障害に気づく｣ ことが挙げられている.

ただし, 保護者に無理に説得しようとせず, 地域の育児

相談や療育相談に結びつけていくことや, そのために医

師, 保健師, 保育士, 臨床心理士等が連携する必要性を

指摘している11). このように健診の場においてさえ, 保

護者に ｢気づき｣ を促すために専門職の連携が重視され

ているのであり, 就学前施設で ｢気づき｣ を促す必要が

あるのなら同様の体制が必要であると考えられる. しか

し実際はそのような連携・協力体制が確立されていない

ために, 保育者による保護者支援の難しさが増幅されて

いるといえる.

２. 調査研究及び考察
発達障害児に対する ｢気になる段階｣ からの支援につ

いて, 就学前施設の保育者が直面する課題をより明確に

するとともに, 効果的な支援の方向性を検討するために,

滋賀県 A市において実態調査を行った. A 市では, 母

子保健法に基づく乳幼児健診のほかに 2歳半相談を行い,

健診後のフォローや就学前施設への巡回相談を行うなど,

発達障害児の早期発見・早期療育に努めている. 以下,

調査の概要及び結果について報告する.

� 調査の概要

① 調査対象・期間

A 市内の幼稚園 10 ヵ所・保育所 12 ヵ所・認定こど

も園 2ヵ所・児童発達支援事業 1ヵ所を調査対象とした.

調査期間を 2013 年 5 月 10 日～31 日に設定し, 幼稚園 9

ヵ所・保育所 9ヵ所・認定こども園 2ヵ所・児童発達支

援事業 1ヵ所から回答を得た (回収率 84％).

② 調査方法

上記の保育所・幼稚園・認定こども園・児童発達支援

事業の管理職に対して調査票 (自記式) を配布し, 各施

設において記入後に回収した. なお, 管理職に対しては,

クラス担任や担当職員に聞き取りを行ったうえで, 施設

を代表して回答いただくように要請した.

� 調査結果

１) 就学前施設における発達障害児・気になる子どもの

人数

調査票を回収できた就学前施設に通う全児童のうち,

発達障害児または気になる子どもの人数・割合を図 2に

示す. なお, A 市では保育所・幼稚園・認定こども園

と児童発達支援事業の並行通園を行っていないため, そ

れぞれの在籍児には重複がないことを付記しておく.

調査時点で就学前施設に在籍する総児童数 2465 人に

対し, 発達障害の診断を受けた子どもの割合は 2.8％と

なっており (図中 A), 診断は確定していないが健診等

で指摘を受けた 4.0％の子ども (図中 B) を加えると計

6.8％となる. 文部科学省が 2002 年に実施した調査では,

義務教育段階の児童生徒の 6.3％に発達障害の可能性が

あると報告されており12), 今回の調査でも近い数値が示

された. ただし, 先述の厚生労働省による 『軽度発達障

害児に対する気づきと支援のマニュアル』 によれば, 5

歳児健診における発達障害の出現頻度は 8.2％～9.3％と

報告されており, 今回の調査のほうが若干低い数値を示

している.

また今回の調査では, 診断・指摘ともに受けていない

が, 発達障害の可能性があると保育者が感じる子どもを

｢気になる子ども｣ と定義し, その人数を調査したとこ

ろ 4.6％を占めていた (図中 C). 以上より, 診断を受け

た子ども, 健診等で指摘を受けた子ども, 及び気になる

子どもの人数の合計は 281 人 (11.4％) だった.

２) 発達障害児とその保護者に対する支援の課題

① 発達障害児の支援における課題

過去 3年以内に発達障害児 (健診等で指摘を受けた子

どもを含む) の利用があった就学前施設は, 回答を得た

21 ヵ所のうち 19 施設であった. この内, 障害児支援に

特化しない一般施設 (保育所・幼稚園・認定こども園)
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図 2 発達障害児・気になる子どもの状況



における課題を明確にするために, 児童発達支援事業を

除く 18 施設を分析対象とした.

図 3に示すように, 発達障害児の支援に関しては, 保

育者に ｢発達障害に関する専門知識やスキルが不足して

いる｣ が最も多く, ｢職員間で発達障害の理解度にバラ

ツキがある｣ という回答も相対的に多かった. ただし,

｢研修の機会が不足している｣ と明確に回答したのは全

体の 1／3にとどまり, ｢外部の専門家に相談したり助言

を受ける機会が不足している｣ のほうが上位にある. こ

れらから, 保育者の専門性を高めるための方法としては,

コンサルテーションの必要度が高いことが示唆された.

また, 発達障害児の受け入れ環境としては, ｢人員体

制に余裕がなく丁寧にかかわることが難しい｣ という回

答が ｢設備が十分に整っていない｣ の 2倍に達しており,

ハード面よりむしろソフト面での環境の充実が課題であ

ることがうかがえる.

② 発達障害児の保護者への支援における課題

過去 3 年以内に発達障害児の利用があった 19 施設の

内, 保護者への支援に関して困難を経験したと回答した

のは 17 施設であった. 前項同様に一般施設 (保育所・

幼稚園・認定こども園) における課題を明確にするため

に, 児童発達支援事業を除く 16 施設を分析対象とした.

図 4に示すように, 保護者に対して ｢障害の特性, 支

援方針を合理的に説明することが難しい｣ ｢保護者と意

見が食い違う場合の対処が難しい｣ が最も多く, 半数以

上の施設がこれらの困難を経験している. 結果的に ｢保

護者が助言や指導をなかなか受け入れてくれない｣ 事態
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図 3 発達障害児の支援における課題
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図 4 保護者への支援における課題



が起こり得るとも言える. また, ｢保護者支援 (親支援)

に関する研修の機会が不足｣ と回答した施設が約半数あ

り, 子どもへの支援だけでなく, 親支援に関する専門知

識やスキルを習得する機会が求められているといえる.

３) 気になる子どもと保護者に対する支援の課題

① 気になる子どもの特徴

先述のように今回の調査では, 発達障害の可能性があ

ると保育者が感じる子どもを ｢気になる子ども｣ と定義

したが, 具体的にどのような行動特徴が見られるかにつ

いて調査した. 過去 3年以内に ｢気になる子どもの利用

があった｣ と回答したのは 18 施設であったが, 障害児

支援の専門職が配置されておらず, かつ集団生活を基本

とする一般施設における課題を明確にするために, 児童

発達支援事業を除く 17 施設を分析対象とした.

その結果, 図 5に示したように, コミュニケーション

の困難, 集団行動が苦手, 落ち着きがない, 他児とトラ

ブルを起こしやすいなど, 集団生活における不適応に結

びつくような行動特徴が多く見られた.

② 気になる子どもの支援における課題

前項で分析対象とした 17 施設について, 気になる子

どもの支援における課題について調査した. その結果,

先述の発達障害児の場合と異なり, 診断または健診での

指摘を受けていない子どもへの支援に特有の課題が明ら

かになった (図 6 参照). 最も多かったのは ｢加配の職

員を確保できないため, 人員に余裕がなくなる｣ であり,

｢障害の見極めに自信が持てない｣ が次に続く. ただし

｢子ども集団の中での関係づくりが難しい｣ のは, 発達

障害児の支援にも共通する課題であるといえる.

③ 保護者の ｢気づき｣ を促す際の困難

気になる子どもに対して個別の支援を行う (あるいは

そのために加配職員を配置する) 場合, 保護者に了解を

得ることが基本となる. それゆえに, 保護者の ｢気づき｣

を促すことが必要になるのだが, 実際は拒否的・防衛的

な反応が示される場合があり, 保育者にとって最も難し

い課題であるといえる.

今回の調査では, 前項まで分析対象となっている 17
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図 6 気になる子どもの支援における課題
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施設に対して, ｢保護者に対して“気づき”を促してみ

たが, 助言を受け入れてくれなかったり, 拒否された経

験があるか｣ を尋ねたところ 12 施設が ｢経験がある｣

と回答した. また, 過去 3年以内に経験した困難に関し

ては, 図 7に示すように ｢保護者が指摘や助言を受け入

れてくれない｣ が最も多く, 次に ｢どう説明したらよい

か分からない｣ ｢話を切り出すことが難しい｣ など, 気

づきを促す前段階での困難が続く. 実際, 障害の可能性

を伝えた場合には, 保護者に精神的動揺を与え, 保育者

との関係自体が悪化するなどのリスクがあることも示唆

された.

４) A市全体で取り組むべき対応策

A 市全体で取り組むべき対応策を探るために, 調査

に回答いただいた 21 施設すべてを分析対象として意向

を確認した. なお, 施策の優先順位を明確にするため,

とくに必要と思われる施策を 3つ以内で選択して回答す

るように依頼した.

結果は図 8に示すとおりである. とりわけ ｢就学前施

設の職員へのコンサルテーション｣ の必要度が高く, 発

達障害児 (健診等で指摘を受けた子どもを含む) ・気に

なる子どものいずれの支援に対しても必要とする意見が

最も多かった. また, 発達障害児・気になる子どもの双

方に関して ｢他の専門職との情報交換やケースカンファ

レンス｣ は, ｢職員に対する研修の充実｣ よりも必要度

が高く, 個別事例に対応した連携や専門的助言・情報提

供を必要とする傾向が高いといえる.

特徴的なのは, ｢標準的な支援方針・支援計画の立て

方の明確化｣ について, 発達障害児に対する場合と, 気

になる子どもに対する場合との間で, 顕著な差が見られ

る点である. 先述のように, 気になる子どもに対して個

別の支援を行う場合, 保護者に了解を得るのが基本であ

るため, まずは保護者の“気づき”を促すことが必要に

なる. 標準的な支援方針・支援計画を明確化し, それに

沿って支援を行うのは, 保護者が障害 (あるいはその可

能性) に関して認識した後のステップであるという保育

者の考えがうかがえる.

こうした意向は, 他の選択肢の回答傾向にも表れてい
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る. ｢子育て支援センターなどでの相談支援の充実｣ ｢就

学前施設における保護者への巡回相談｣ のいずれも, 気

になる子どもの場合において必要度が高い. 保育者は,

就園前の子育て支援の段階, あるいは就園後には専門家

による保護者への巡回相談を充実させることにより,

｢気づき｣ を促す働きを他の専門職との連携によって高

めることを望んでいると推察される.

｢保護者に対するペアレントトレーニングの実施｣ は,

発達障害児の保護者支援としての必要度のほうが若干高

い結果が示された. これに関しても, 子どもの発達に関

して診断・指摘を受けていない保護者に対して, 障害児

の子育てに特化したペアレントトレーニングを行うこと

は現実的に難しいという事情を反映したものと考えられ

る. ただし, 気になる子どもに対する支援としても 9施

設が ｢必要｣ と考えており, 保護者支援に関するペアレ

ントトレーニングの必要性は総じて高いといえる.

３. 総合考察
発達障害児に対する ｢気になる段階｣ からの支援につ

いて, 既述の先行研究及び筆者らが実施した調査から導

き出された知見に基づき, 就学前施設における対応策を

検討する.

A 市の就学前施設に対する調査では, 気になる子ど

もに見られる特徴として ｢言葉・コミュニケーションに

困難がある｣ ｢集団行動が苦手｣ ｢落ち着きがない｣ ｢他

児と対人的トラブルを起こしやすい｣ などが挙げられた.

これらは, 先行研究によって報告されている行動特徴と

も類似しており, 改めて保育者が認識する ｢気になる子

ども｣ のなかに発達障害の疑いがある児童が少なからず

含まれることが示唆された.

発達障害児に対する早期支援の観点に立てば, いわゆ

る ｢気になる段階｣ から, 子どもの行動特徴や保護者の

心理に配慮した支援を開始することが重要である. しか

しながら実態としては, 子どもの保育だけでなく保護者

への対応をめぐって保育者が困難を経験し, それゆえに

外部の専門機関の協力・連携を要する傾向が明らかになっ

た.

これらの点をふまえ, 地域における専門職の連携を前

提としつつ, 就学前施設における課題及び対応策として

以下の 3点を提起する.

� 保護者の ｢気づき｣ を促す支援体制

発達障害の早期発見に関しては, 乳幼児健診でのスク

リーニングの精度を高めるなどの取り組みが進められて

はいるが, それでもなお発達段階が早期であるほど見極

めは難しい. 先述の厚生労働省による 『軽度発達障害児

に対する気づきと支援のマニュアル』 によれば, 5 歳児

健診において障害の可能性を指摘された児童のうち, 半

数以上が 3歳児健診では何ら発達上の問題を指摘されて

いなかったことが報告されている.

結果的に子どもが健診等で指摘を受けず, 保育者が最

初に子どもの発達上の問題に気づく場合が起こり得る.

A 市の就学前施設に対する調査では, こうして ｢気に

なる子ども｣ と認識されている児童が 4.6％在籍してい

た.

しかしながら一方で, 保育者が何らかの問題を認識し

ていても, それを障害として捉えるべきかどうかはより

専門的な判断を必要とする. また, 保育者の立場から,

保護者側の“気づき”や理解を促すのは容易ではなく,

拒否的な反応や関係の悪化など, 種々の困難を伴う事例

が少なくないことも明らかになった.

そもそも, 我が子に障害があると告げられて, 保護者

が拒否的・防衛的な態度を示すのは自然な反応であり,

決して ｢無理解な親｣ ではない. 多くの保育者はそのよ

うな親の心理を理解しているがゆえに, 子どもに支援が

必要だと感じていても, 最初の一歩を踏み出せずに躊躇

する. だからこそ, 障害の可能性を見極め, 保護者の気

づきを促すという難しい役割を保育者だけに任せきりに

せず, 医師, 保健師, 保育士, 臨床心理士等が連携しな

がら慎重に行う必要があるといえる.

� 個別事例に対応したコンサルテーション

日常的な保育実践のなかで, 発達障害や障害児保育に

関する専門知識やスキルが不足していると感じる保育者

は相対的に多く, それゆえに外部の専門家によるコンサ

ルテーションが必要とされている. また, A 市の就学

前施設における調査では, 発達障害児 (健診等で指摘を

受けた子どもを含む) に対するだけでなく, その前の

｢気になる段階｣ の支援から, 保育者がコンサルテーショ

ンを必要とする傾向が認められた. とりわけ保護者側の

理解が十分に得られていない段階では, 職員の加配や個

別支援を組み込むことが難しく, 種々の制約があるなか

で保育を効果的に行うために専門的助言を求める保育者
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が多いものと推察される.

なお, 保育者へのコンサルテーションについては, ど

のような専門職によって, どのようにコンサルテーショ

ンを実施していくのかが今後の検討課題であろう. 制度

上では, 2012 年度に ｢保育所等訪問支援｣ が創設され,

障害児支援の専門職による保育所や幼稚園などへの訪問

型支援が強化された. これによって障害児本人への発達

支援だけでなく, 訪問先施設の職員に対する助言・指導

等を一体的に行うことが可能になっている. ただし ｢保

育所等訪問支援｣ は保護者の申請によって利用が開始さ

れるため, 保護者の ｢気づき｣ や理解が十分に得られて

いない場合には活用することが難しい. 従来からある

｢障害児等療育支援事業｣ との兼ね合いも考慮しつつ,

地域におけるコンサルテーション体制を構築することが

急務であるといえる.

� ペアレントトレーニング

子どもの保育を効果的に行うためには, 保護者との協

力が欠かせない. 保護者の意向を尊重しながら, 支援方

針・支援計画を共有し, 同じ目線で子どもにかかわるこ

とが重要なのである. しかしながら実際は, 発達障害児

(健診等で指摘を受けた子どもを含む) の支援をめぐっ

て, 保育者と保護者の間で意見が食い違ったり, 助言を

受け入れてもらえないなどの事例があることが明らかに

なった.

ペアレントトレーニングは, プログラムを通して保護

者が学ぶ障害理解や子育ての知識を, 保育者とも共有で

きるなら, 支援方針・支援計画の共有化に役立つと思わ

れる. また, 辻井ら (2010) の研究では, ペアレントト

レーニング実施後に, 母親自身が抱く ｢理想の母親像・

自己像｣ と現実の自分とのズレが小さくなり, セルフイ

メージが肯定的な方向に変化したという結果が報告され

ている13)

従来から, 障害児の家族支援としてペアレントトレー

ニングの必要性が認識されてきたものの, 公的支援とし

て制度化されているわけではなく, 保護者がプログラム

に参加できる機会は極めて限られている. 児童発達支援

センターなどが中心となり, 地域の支援システムにペア

レントトレーニングを組み込み, 就学前段階から保護者

が支援を活用できる機会を拡充することが望まれる.

おわりに
今回の研究は, 就学前施設に在籍する発達障害児に対

して, ｢気になる段階｣ から確定診断後に至る早期かつ

継続的支援のあり方を探ってきた. 結果的に, 子どもの

発達支援だけでなく保護者支援が重要であり, また保育

者のみにそのような支援を任せきりにせず, 地域におけ

る専門職の連携や支援体制が必須であることに言及した.

なお筆者らは, 今回の調査を実施した A市において

コンサルテーション及びペアレントトレーニングの実施

体制に関する研究にも取り組んでいる. これについては

研究の進捗状況に応じて, いずれ続報として報告したい.

最後に, 調査にご協力いただいた A市の担当課, 保

育所, 幼稚園, 児童発達支援事業の関係者に心より感謝

申し上げる.
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